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表紙の写真　�朝霞市出身、大栄翔関。令和３年１月場所での優勝、
おめでとうございます！
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「新生活」に潜むワナ！消費者トラブル急増中
　春からの新しい生活でトラブルや事故を防ぐために、次のことに注意しましょう！
「必ずもうかる」「簡単にもうかる」もうけ話には気をつけましょう
　「必ずもうかる」と触れ込み、高額のものを借金をしてまで契約を勧めるような悪質事業者もいます。
「必ずもうかる」ということはないため、もうけ話をうのみにせず、たとえ知り合いであっても、不
必要な契約はきっぱりと断りましょう。

キャッシュレス決済等は適切に利用しましょう
　クレジットカードのリボ払いは、返済金額が一定であるメリットがありますが、一方で返済期間が
長期化し、高額な利息が積み重なり、借金が増えてしまう場合があります。二次元バーコードによる
ものなど便利な決済方法も浸透しつつありますが、家計の状況を把握し、使いすぎないように注意し
ましょう。どのくらい利用しているかを確認することが大切です。

知らない人のＳＮＳ情報はしっかり確認しましょう
　インターネット上では、面識のない人と知り合うことがあり、ＳＮＳで知り合った人の情報や書き込みが被害のきっかけ
になることもあります。ＳＮＳ上での書き込み内容等をうのみにせず、本当に信用できる相手なのか慎重に判断しましょう。

【新生活での事故を防ぐためのポイント】
☆使い慣れていない家電製品は、取扱説明書をしっかり読んで正しい使い方を知ろう！
☆家電製品の中古品は、製造年や保証の確認をし、コード等にも破損やキズがないか確認！
☆家具の組み立ては正しい手順で安全に！
　新生活での気を付けたいポイントなど、詳しくは消費者庁のホームページをご覧ください。

巣ごもり消費に乗じた悪質商法にご注意！
〇身に覚えのない商品の送り付け
　注文していない商品が宅配便で届いた場合には、連絡先の名前等をメモして、受け取り拒否をしま
しょう。受け取ってしまった場合は、使用せずにしばらく保管しましょう。

〇フィッシング詐欺
　金融機関や大手企業、宅配業者を名乗り、メールやＳＭＳで偽のサイトに誘導し情報を聞き出そうとする「フィッシン
グ詐欺」が増えています。「緊急」「至急」という言葉に惑わされず、安易にメールやＳＭＳにあるリンクにアクセスする
のはやめましょう。

アンテ ナアンテナ消 費 者 情 報 ！！！！！！！！！！
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～まだまだ多い定期購入トラブル～
通信販売の「お試し」に伴う契約トラブルに注意
　「１回だけのお試しのつもりで、通常よりも安い
価格で商品を購入したつもりが、定期購入だった」
というトラブルは後を絶たず、消費生活センターに
も多くの相談が寄せられています。

〈事　例〉
　薄毛・抜け毛に効果があるヘアトニックのＣＭが
流れていた。価格も500円と安かったので、お試し
のつもりで注文した。
　何回か使用してみたところ、自分には合わないと
思い、１本だけ使用して止めようと思っていた。と
ころが数日後、数本まとめて商品が送られてきて、
一緒に請求書も入っていた。
　事業者に電話で確認すると、５回目まで購入する
定期購入になっていると言われた。500円だと思っ
たが、金額が高額で支払いができない。

〈トラブルを防ぐために〉
①定期購入の記載がないか確認
　お試し価格、初回限定といったように通常よりも
安く購入できる商品は、定期購入が条件になってい
る可能性があります。
　パソコンやスマートフォン等を利用して購入する
場合は、最終画面までよく見て、定期購入が条件に
なっていないか確認しましょう。
②体に合わない場合は…
　使用中、体に合わない場合は早急に使用を止める
ようにしましょう。
③解約や返品の条件を確認する
　通信販売には、クーリング・オフはありません。
解約や返品をする場合は、事業者の規約に従うこと
になります。注文する前に必ず確認しましょう。

〈未成年者も要注意〉
　定期購入のトラブルは、未成年者も含め、どの世
代からも多くの相談が寄せられております。
未成年者の契約トラブルは、取
り消しができる場合もあります
ので、早めにご相談ください。

〈ご利用ください消費生活相談〉
相談日時／毎週月～金曜日（祝日、12月29日～１月３日除く）午前10時～正午、午後１時～４時
会　　場／消費生活センター（市役所４階　48番窓口）
相談内容／契約に関するトラブル、商品の品質や安全性、悪質商法、多重債務などの相談
問／☎048-463-1111（内線2256）

　問…問い合わせ

アンテナ消 費 者
情 報 アンテ ナアンテナ！！！


